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１．はじめに 

道路管理は、舗装管理、境界確定、特車管理や行政相談など多岐にわたり、取扱う情報も車道や歩道など

の構造情報をはじめ、事故多発箇所や占用物など多種多様である。業務間や道路管理者間での共用性の高い

道路情報も多くあることから、各道路管理者で情報共有できる仕組みがあると、道路管理を効率よく進める

ことができる。この多くの道路情報は、位置情報（座標）によって地図に関連づけられるため、道路構造を

詳細に表現した地図を共通基盤とすることで情報共有の仕組みが実現する。 
国土交通省では、道路の構造情報を詳細に表現した大縮尺地図データ“道路基盤地図情報”を整備し、図

-1に示すように様々な道路情報（図中

の上乗せ情報）を重ね合わせて道路管

理の効率化を図る仕組み作りを目指し

ている。この道路基盤地図情報の整備

のために、平成 18 年度から“道路工

事完成図等作成要領”を直轄工事に適

用し、同要領に則って電子納品された

完成平面図を用いて“道路基盤地図情

報”を整備し、順次蓄積している。 
本稿は、道路基盤地図情報の仕様、

整備方法、維持更新方法及びこれまで

の技術開発成果を紹介する。 
 
２．道路基盤地図情報の仕様 

 道路基盤地図情報は、道路

管理の各業務の共通基盤とな

るように、図-2 に示す共用性

の高い道路構造を 30 種類の

データ項目（地物）として点・

線・面で表現している。「距離

標」には緯度経度や路線番号、

「測点」には高さや横断勾配

などの属性情報を設けており、

それ以外のデータ項目には設

置日の属性情報を設けている。 
 

図-2 道路基盤地図情報のイメージ及びデータ項目 

※上記の他に要領で作成が定められているデータ項目： 

踏切道、軌道敷、路面電車停留所、地下横断歩道、盛土法面、切土法面、斜面対策工、擁壁、 

シェッド、シェルター、橋梁、トンネル 

図-1 道路基盤地図情報による情報共有などのイメージ 
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３．道路基盤地図情報の整備方法 

 全国の直轄国道の延長は約 2 万 km に及ぶことから、全延長を対象に大縮尺の道路基盤地図情報を新たに

測量して整備するには莫大な費用がかかる。このため、道路基盤地図情報の整備は、道路工事で完成平面図

を作成する際に、道路基盤地図情報に必要なデータ項目も併せて作成する方法を導入している。具体的には、

図-3 の流れのとおりであり、道路工事に“道路工事完成図等作成要領”を適用し、施工業者は同要領に則し

た完成平面図を作成して電子納品する。

国土交通省は、納品された完成平面図と

“CAD-GIS コンバータ”とを用いて道

路基盤地図情報を生成する。 
 
４．道路基盤地図情報の維持更新方法 

 道路構造は、工事などにより変更が度々発生する。また、構造自体は変わらずとも、舗装履歴などの各デ

ータ項目が保有する属性情報が変更される場合もある。道路基盤地図情報は、道路管理の効率化を支援し、

共通基盤を担うことを目指しているため、道路の最

新の現況を反映した鮮度を保つ必要がある。 
 現在、著者らは図-4 に示すような、道路基盤地図

情報の維持更新サイクルの実現可能性を検討してい

る。具体的には、工事の際、道路基盤地図情報から

施工対象範囲を切り出し、工事に必要な情報を追加

するなどの加工を行った上で発注図の一部として施

工業者に渡す。そして工事完了後、納品された完成

平面図を用いて道路基盤地図情報を更新する。 
 
５．道路基盤地図情報の整備・更新のための技術開発 

 国土技術政策総合研究所では、前述の道路基盤地図情報の仕組みを支える技術開発を行ってきた。ここで

は、これまで開発した技術成果を紹介する。 
 まず、道路管理の各業務で利用する共用性の高い道路構造のデータ項目（地物）を整理し、“道路基盤地図

情報製品仕様書”を作成した。次に、同製品仕様書に則した道路基盤地図情報を生成することを踏まえつつ、

完成平面図に反映するデータ項目（地物）と属性情報、図形要素（点、線、面）及びレイヤ分類方法などを

規定した“道路工事完成図等作成要領”を作成した。また、CAD ソフトへの仕様となる“道路基盤地図情報

交換属性セット”を作成した。さらに、完成平面図の品質を確認する“道路工事完成図等チェックプログラ

ム”及び完成平面図を道路基盤地図情報に変換する“CAD-GIS コンバータ”を作成した。これらツールの

位置づけは図-3にも示している。また、図-4 に示した維持更新サイクルを実現するため、道路基盤地図情報

（GIS データ）を CAD データに変換する“GIS-CAD コンバータ”も作成した。 
 
６．おわりに 

 直轄国道の道路基盤地図情報の整備率は、平成 21 年度末時点で 32%となっている。国土技術政策総合研

究所では、全地方整備局などに対して毎年説明会を開催するとともに、道路工事完成図等作成要領に基づく

工事完成図作成の技術支援を行っている。今後も引き続き、道路基盤地図情報の整備を支援するとともに、

道路管理者の業務の効率化を支援する道路基盤地図情報を共通基盤としたシステム環境の整備を推進する。 
 なお、道路基盤地図情報を共通基盤としたシステム環境の取り組み状況は、本会議に別途投稿している「道

路基盤地図情報を活用した道路管理の効率化に向けた取り組み」を参照されたい。 

図-4 道路基盤地図情報の維持更新サイクル 
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図-3 道路基盤地図情報の整備方法 
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